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《令和７年４月》 

 

 

「多気町木質バイオマス地域集材制度」ガイドライン 
 

 

１．伐採場所 

（1）伐採いただく場所は、町内の山林・竹林等に限ります。 

（2）伐採いただく場所は、各団体、各人で設定し、地権者等との調整を行ってください。 

（3）伐採区域を決める際は、隣地との境界に十分注意してください。 

 

２．受け入れ 

（1）受け入れできる木・竹 

・間伐等による幹から上の部分の木と竹（下記①～⑤）が受け入れ可能です。 

① 杉・檜及び松幹、枝（葉付も可） 

② 杉・檜及び松以外の幹、枝（葉付も可） 

③ 竹 

④ 剪定枝（葉付も可） 

※皆伐（すべての木を伐ること）を行う場合は、森林が荒廃し、災害の原因にもなるため伐採後 

は、植樹が必要です。また、伐採届の提出が必要な場合があります。 

 

（2）受け入れできない木・竹 

①根株（土がついていないものであっても受入れできません。） 

②廃棄物業者が扱う廃棄物としての木等や製材の端材等 

③ 土が付着しているもの、腐敗しているもの等質の悪いもの 

④ 竹の枝 

※ビニールひもや麻ひも等はお持ち帰りください。 

※太陽光発電設備の設置など開発のために伐採する場合、引き受けできる場合がありますの

で事前にご相談ください。 

 

３．搬入時の材の形状・仕分け等 

（1）木は４ｍ以内、竹は２ｍの長さに切ってください。 

（2）次の３種類に分けて美化センターに搬入し、受付と計量をお願いします。 

①杉・檜及び松の幹・枝 

②杉・檜及び松以外の木の幹・枝 
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③竹（枝を除く） 

（３）集積所（幹・枝・竹の種別）に降ろしていただき、空車の状態で再度、計量をお願いします。 

（４）1車当たりの買い取り・補助金の対象は、搬入されるトラックの最大積載量までとします。 

  また、乗用車で搬入される場合は、乗員数等から判断することとなります。 

   （例）最大積載量が 350ｋｇである軽トラックの場合、買い取り・補助金の対象は 350ｋｇまで。 

（５）搬入時は、道路交通法を遵守してください。 

 

４．集積所 

（1）集積所は、多気町美化センターです。 

 

５．搬入手順 

（1）搬入時には、美化センターへお越しいただき、次の書類を提出してください。これらの書類を提出い

ただかない場合は、受け入れすることができません。 

①「発電用チップに係る一般木質バイオマス証明」  

 ※≪伐採届必要な立木用≫と≪剪定枝・竹・伐採届不要な立木用≫の 2種類のうち該当 

する方を搬入期間ごとに提出してください。 

②「伐採及び伐採後の造林の届出書」の写し、又は、「伐採及び伐採後の造林の計画の適合通 

知書」の写し（適合通知書の交付は、伐採届提出後に交付申請をして頂くと役場から送付さ 

れます）。 

※果樹や庭木の剪定枝、竹等の場合、②は不要です。 

（2）計量器でトラックを含めた重量を測ってください。 

※杉・檜及び松、杉・檜及び松以外の木、竹の種類ごとに別々に搬入し計量してください。 

（３）再度、計量器でトラックの重量を測ってください。 

（４）美化センター職員が、搬入された積荷の重量を算出し、計量伝票をお渡しします。 

   ※計量伝票は、町補助金を請求する際に必要ですので、各団体、個人で保管しておいてください。 

    

６．搬入可能日時 

（1）受け入れは、美化センターの営業日の営業時間内とさせていただきます。 

     ①平日 午前 9時～12時／午後 1時～4時 15分  

（荷下ろし後の計量についても午後 4時 15分までに済ませてください。） 

     ②休日 お問い合わせください。 

       ※年末年始の 12月 29日～1月 3日は搬入不可。 

 

７．買取単価・補助単価 

搬入いただいた間伐材等は、町からの補助金と自然応用科学（株）から買取代金が支払われま
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す。 

 
町補助金 

（1ｔ当たり） ① 

自然応用科学 

買取代金 

（1ｔ当たり） ② 

合計 

（1ｔ当たり） ①＋② 

 

杉・檜及び松 

 

8,000円 2,000円 10,000円 

 

杉・檜及び松以外の

木 

 

4,000円 2,000円 6,000円 

 

竹 

 

5,000円 1,000円 6,000円 

 

８．請求・支払方法 

（1）年間スケジュール 

搬入いただいた間伐材等の買取代金・補助金については、下表の「間伐材等搬入期間」欄のとお

り、各期間ごとに精算し、支払いを行います。 

間伐材等搬入期間 
町補助金 

申請期限 

買取代金・補助金 

振込予定日 

4月 1日 ～ 6月 15日搬入分 6月 20日 7月末日 

7月 1日 ～ 9月 15日搬入分 9月 20日 10月末日 

10月 1日 ～12月 15日搬入分 12月 20日 1月末日 

 1月 4日 ～ 3月 15日搬入分 3月 20日 4月末日 

※「間伐材等搬入期間」、「町補助金申請期限」が休日の場合、直後の役場開庁日が 

期限となります。 

※振込予定日は、上記に記載の末日までとしますが休日の場合、振込はその前後の日 

となる場合もあります。 

 

（2）町補助金 

①町補助金については、各団体・個人が、上表の「間伐材等搬入期間」に搬入した分をまとめ、「町

補助金申請期限」までに、下記書類を役場町民環境課に提出してください。 

※これらの書類を提出いただかないと補助金を交付することができません。 
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※町補助金申請書の提出が、「町補助金申請期限」以降になった場合、振込が遅れることが 

あります。  

○「様式第１号 多気町木質バイオマス地域集材補助金交付申請書」  

○「様式第３号 多気町木質バイオマス地域集材補助金請求書」 

○当該搬入期間分の美化センターの計量伝票 

○杉・檜及び松を伐採した場合のみ、その伐採した場所を映した写真を（２枚以上）  

申請書・請求書・計量伝票と合わせて提出してください。 

②町補助金は、原則として、上表「振込予定日」までに、各団体・各人の指定口座へ振り込みさせて

いただきます。 

③「間伐材等搬入期間」に記載の各搬入期間に搬入いただいた重量の合計が 1００㎏以上の場合

に、補助金の対象とさせていただきます。したがって、1００ｋｇ未満の場合には、補助の対象となり

ません。 

④開発（太陽光パネル設置など）のために伐採した木・竹については、町補助金の対象となりません。 

 

（3）自然応用科学の買取代金 

  ①自然応用科学の買取代金については、町に提出していただいた「多気町木質バイオマス地域集

材補助金請求書」に記載の口座に振込まれます。 

  ②買取代金は、自然応用科学より、「間伐材等搬入期間」ごとにまとめて、指定の口座に振り 

込まれます。 

③「間伐材等搬入期間」に搬入いただいた重量の合計が１００㎏以上の場合に、買取の対象となり

ます。したがって、１００ｋｇ未満の場合には、買取の対象とはなりません。 

   ※ただし、１００kg未満であっても搬入は可能です。 

 

９．手続き・必要書類 

（1）この制度は、バイオマス発電等による電気を、固定価格買取制度利用することで成り立っています。

そのため、国が定める手続きを行い、所定の書類を提出いただかなければなりません。お手数をお

かけしますが、ご理解いただきますようお願いします。 

（2）必要な手続き・書類は、別紙「多気町木質バイオマス地域集材の作業手順表」のとおりです。 

 

10．安全確保 

伐採、荷積み、荷下ろし作業には危険が伴うことが予想されます。作業に当たっては細心の注意を

払っていただき、怪我、車両等の損傷や保険等について各団体、各人で対応をお願いします。 

 

11．不正な行為について 

電力の固定価格買取のために木質バイオマスを供給する本町の制度においては、町に対して、適
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正な運用が強く求められているため、伐採届、バイオマス証明書等について、故意に事実と異なる記

載があった場合等には、支払いを取りやめ、登録を取り消すことがあります。 

 

12．その他 

 買取単価・補助単価については、年度（期間）ごとに見直しが行われるため、変更になる場合がありま

すのでご了承ください。 

  

 

 

 
担当  多気町役場 環境生活課 

      電話 ０５９８-３８-１１５２ 

     多気町美化センター 

    電話 ０５９８-３８-3776 


